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総務部

首席総務審議員兼

人事課長 田 崎 龍 一

環境生活部

部 長 村 田 信 一

次 長 江 副 健 二
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出納局

会計管理者兼出納局長 宮 田 政 道
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午前10時00分開議

○早川英明委員長 おはようございます。

ただいまから、第８回決算特別委員会を開

会いたします。

本日は、第２回委員会から合計６回にわた

って部局ごとに審査を行ってきた審査結果に

ついての取りまとめを行う予定にしてしてお

りましたが、その前に、執行部から報告の申

し出があっておりますので、これを認めるこ

とといたします。

まず、報告について執行部に説明を求めた

後に質疑を受けたいというふうに思います。

まず、宮田会計管理者。

○宮田会計管理者 会計管理者の宮田でござ

います。

平成19年度の決算につきましては、各部局

ごとに、それぞれの決算内容について御審議

をいただいてきたところでございますが、今

回、一部に不適切な経理処理があったことが

判明いたしましたので、その状況について、

関係の環境生活部から御報告させていただき

ます。よろしくお願いいたします。

○村田環境生活部長 環境生活部の村田でご

ざいます。
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まず、資料を配付させていただきます。

（資料配付）

○村田環境生活部長 決算特別委員会の審査

が大詰めを迎えております中で、大変申しわ

けなく存じますけれども、きょうは、環境生

活部の中で不適切な経理処理が判明いたしま

したので、報告をさせていただきます。

まずもって、公金を預かる者として、あっ

てはならない不適切な経理処理が行われ、県

への信用を失墜させ、県議会の皆様並びに決

算特別委員会の皆様を初め、県民の皆様方に

対して多大なる御迷惑をおかけいたしました

ことを心からおわびを申し上げます。大変申

しわけございません。

今報告の資料がお手元に行っておるかと思

います。まず１ページをごらんいただきたい

と思います。

この枠囲みの中が、結論的に大まかな概要

でございますが、自然保護課という課が私の

部にございますが、担当職員が、前年度一般

需用費の予算執行残を業者２社に預け金とし

て預けておき、新年度に入って事務用品を納

品させるという不適切な経理処理があったと

いうことが判明しましたということでありま

す。

以下、まず１の経緯のところをごらんいた

だきたいと思います。

今回不適切な経理処理が判明しましたの

は、先週でありますけれども、11月17日から

11月21日の日程で、会計検査院の他部局への

検査が本県に入った折に、事務用品納入業者

の調査がございました。その中で、自然保護

課の単県の予算執行について、いわゆる預け

金の疑念が生じたため、先週20日、木曜日に

なりますが、夕刻、厳密に言いますと６時半

ぐらいですが、所管の課から当部の方に連絡

がございました。県単独の予算であったため

に、その当日、木曜日当日に、担当職員から

事実関係を聴取いたしましたところ、本人が

事実を認め、さらに、翌21日金曜日から県で

独自に調査に入ったところ、事務用品納入業

者も預け金の存在を認め、書類等を確認した

ものでございます。

次に、同じページの２の不適切な経理処理

の実態のところをごらんいただきたいと思い

ます。

まず、19年度予算の執行残の一部を業者に

預けておき、20年度において執行したものが

２社合計で69万6,958円ございます。そのう

ち、現時点で１社について9,663円の残高が

ございます。また、18年度の予算執行残の一

部を業者に預けておき、19年度において執行

したものが２社合計で43万9,335円でござい

ます。

２ページをごらんください。その紙の裏側

になりますが、各年度ごと、それからＡ社、

Ｂ社合計という形で一覧にいたしておりま

す。最初の欄、横の形で預け金、それから実

際に取得した物品の額、それから残高という

欄にしておりますが、この預け金の残額のと

ころを見ていただきますと、19年度のＡ社、

一番上のＡ社ですが、残額のところが、先ほ

ど言いましたように9,663円発生いたしてお

りますが、他のところは３カ所マイナスが出

ております。合計欄のところも同じように３

カ所、Ｂ社で２カ所、Ａ社で１カ所マイナス

が出ておりますが、これは、預けた金額以上

に事務用品が納入されており、その不足額は

翌年度の支出で処理がなされておりました。

調査は、環境生活部の筆頭課であります環

境政策課を中心とした職員を事務用品納入業

者の事務所に出向かさせ、会計上の証憑書類

と業者の納品伝票等とを突き合わせる方法を

とりました。その調査結果から、預け金の金

額に対応する事務用品が自然保護課に納品さ

れていることが確認され、一部調査中のもの

が若干ございますが、実際納品された一覧

は、３ページから４ページにかけて資料とし

てまとめております。

この実際納品された物品は、自然保護課の
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事務用品として現在使われている、もしくは

消耗品として使われたものでありまして、現

在、課の方で整理した形でお見せできるよう

な形にいたしております。

そういう意味で、担当者が私的に収得した

り、あるいは流用したということはないとい

うふうに思われます。

今回の不適切な経理処理は、19年４月に当

該担当職員が異動してきた後に、この２カ年

度にわたって実行されたものでありますが、

その前にも同様のことがあったのではないか

という点につきましては、業者も否定してお

ります。なおかつ前任者への確認についても

明確に否定している状況にございます。

さらに、担当者の上司がどの程度掌握をし

ていたのかにつきましては、本日までにはま

だ十分な調査、確認に至っておりませんで、

今後、十分な調査を行い、明確にしていかな

ければならないというふうに考えておりま

す。

いずれにしろ、このような不適切な経理処

理につきましては、あってはならないことで

あり、いかなる抗弁も成り立ちません。この

ような事態を招いたことに対します私の管理

監督責任は大きいものがあると考えておりま

す。ここに改めて県民の皆様に深くおわびを

申し上げたいと思います。

今後の対応につきましては、総務部とも協

議しながら、このような事態が二度と発生し

ないように全力を挙げてまいりたいと考えて

おります。

以上、御報告とおわびとさせていただきま

すので、よろしくお願いを申し上げます。

○早川英明委員長 以上で報告が終わりまし

たので、報告に関する質疑を受けたいという

ふうに思います。

委員の先生方、どうぞ、質疑はありません

か。

○倉重剛委員 ちょっと説明だけで事実がな

かなか伝わってこないんだけれども、要する

に不正経理があったという事実はわかるんで

す。それで、何のためにそんなことをやるの

かということなんですね。

今部長の説明では、要するに、個人的な流

用だとか収得だとか、そういうことはないと

いうことで、それはもう幸いなことですけれ

ども、要するに物品という形でフィードバッ

クされていることは事実だということなんで

すね。

なぜこんなことをしたんだろうか。子供み

たいなやり方だがね。

○村田環境生活部長 本人の証言をもとにお

話を申し上げますと、３月で年度が終わりま

す。その段階でいわゆる執行残というものが

出るわけですが、４月に異動してきて、４

月、５月が出納閉鎖という期間になるわけで

すけれども、いわゆる消耗品も含めて事務用

品が非常に不足している現状、なおかつ、最

近この10年ほどはずっと予算を切ってきまし

たので、そういう不足をしている中で、何と

かその不足に対応できないかというのが正直

な発端ではあったと思います。

そういうために、例えば19年度でいくと70

万程度のお金が執行残として残ったものを何

とか有効に使えないかということが気持ちと

してあったんだろうと思います。

そのときに、じゃあ何で預けという方法が

許されるか、そんなこと許されるわけないわ

けで、そこは、先ほども申し上げましたよう

に抗弁にならないわけですが、きっかけとし

てはそういう今の予算の状況も含めて担当が

念頭に置いた中で、事柄がこの２カ年度にわ

たって自然保護課の中で事実としてあったと

いうことだろうと思います。

で、世間一般全国的にもこの預けという問

題は大きく報道されておりますし、そのよう

な実態が方法として使われたこと自体、私ど
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もとしても大変なショックとともに大いに反

省しているわけですが、そういう意識に向か

ったことが、逆に一番大きな問題かなという

ふうに思っております。

○倉重剛委員 ということであれば、要する

に、その過程において、担当課長がいるはず

だね。担当課長はその事実というのは今回決

算で提示した後にわかったのですか。そうい

う雰囲気を持ってたのだろうか。ということ

は、逆に言えばこの不正経理を行った担当者

単独の行為ですか。そこら辺も含めて……。

○村田環境生活部長 担当課長、この場に同

席をいたしておりますので、改めて発言をさ

せますけれども、現在、上司がどの程度まで

それを掌握していたかということについて

は、きょうの時点で明確にまだお話しできる

状況にまではきておりません。特に、この状

態を最終的にどういうふうな形で、例えば職

員の処分も含めて処理をしていくということ

になっていくわけですが、不十分な確認作業

だけでは進めることは困難でありますので、

わずかこの数日の間でのところでは至ってお

りませんが、少なくとも、19年４月に課長も

着任をいたしております。課長のことはこの

後言いますけれども、承知していなかったと

思います。というのが、基本的にはこういう

形は、いわゆる代決という形で処理される場

面も多くて、なおかつ金額がそんなに大きい

金額ではありませんので、ここは御批判を受

けてもいたし方ありませんけれども、課長は

その点については掌握してなかったというの

が現実だろうと思います。自然保護課長から

直接お話をさせます。

○久保自然保護課長 自然保護課長の久保で

ございます。

今回の件については、改めて深く陳謝申し

上げたいと思います。

先ほどの、課長は知っとったとかというふ

うな御質問ですけれども、不適切な経理処理

については、あってはならないことであると

いうふうに、これは私自身、ここに限らず、

今までも、あるいは今後も持ち続けているこ

とでございまして、こういうことはあっては

いけないというふうに考えておりまして、そ

ういった指導をしてきております。また、そ

の現状において知ってたかと、それについて

は知らなかったというふうなことでございま

す。

まことに申しわけないと、こういう事実が

進行していたというふうなことを今考えます

と、私自身も、何がそれをそうさせたのかと

いう話は非常に反省をしております。

公金を預かる者として、見抜けなかったと

いうふうなことについては大変申しわけない

というふうに考えております。

以上でございます。

○森浩二委員 これは単県事業ですよね。補

助金を返納するという事業じゃないから、何

でこういうふうに繰り越したというか、裏金

にしたのかなと思うんですよ。要するに熊本

県のお金でしょ。

通常ならば補助金の残額を裏金にして翌年

度に回すんですけれども、単県事業で、何で

――それをまた他の部局を会計検査院が調べ

ててわかったと。何で、どういうきっかけで

わかったのですか。

○村田環境生活部長 きっかけは、会計検査

院が入ったということで、実は、環境生活部

の、例えば私どもであれば環境省の流れの中

で検査があったものではありません。ほかの

省庁の流れによる検査でありますが、その折

に、帳簿の中で、前受け金という、これはも

う民間の会社はどこでもあるわけですけれど

も、前受け金という項目があって、そのこと

について、会計検査院、それからその他部局
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の担当職員も立ち会っているわけですけれど

も、質問が及んで、業者側の方から、これは

自然保護課のものですという証言があったと

いうふうに聞いております。

そのことが所管の課から私どものところに

連絡があって、いわゆる前受け金ですから、

いわゆる複式簿記ではない、民間ではあり得

るかもしれませんけれども、単式簿記の官庁

簿記の中ではあり得ない形で自然保護課とい

う名前が挙がったら、うん、それは、という

ふうに思うのが普通でありまして、その場で

本人に確認したところ、そのような事実を認

めたというのがきっかけでございました。

○氷室雄一郎委員 この業者さんというの

は、ずっとこの２社といいますか、ほかにも

たくさんあるんですかね。

○村田環境生活部長 業者はたくさんござい

ます。でも、基本的に、課が発注する主な取

引先としてはこの２社がほとんどだろうと思

います。そのほかにも、小口の、例えばゴム

印屋さんとか、そういう形で使われてきてい

るものはございます。

○氷室雄一郎委員 今部長の方から、以前に

もそのようなケースがあったのかどうかとい

うことは、今の段階では明確に御答弁はでき

ないということですか。

○村田環境生活部長 以前あったかどうかの

話については、私もすぐ関心を持ったところ

でありますので、異動後の19年、20年という

書類に加えて、その前の年度をすぐ気になっ

たわけですけれども、まず、業者側の方でも

その事実は確認できなかったというのが１点

と、もし業者側にあれば、その帳簿が、同じ

ように前受け金なり何なりのやつがあると思

います。それから、担当とか前の係長、前任

者についても証言をとりましたけれども、こ

れは明確に否定をしたということから、本案

件に関する限りでは、この案件は19年度と20

年度にあったものであろうというふうに今の

ところは見ておりますが、全体的なものにつ

いては、私が今そこで幾らないと言っても、

いわゆる証拠力というのはありませんので、

部としては、それなりの、他の課も含めたそ

ういう調査を行う必要があるのではないかと

いうふうに考えております。

○池田和貴委員 先ほど村田部長の説明の中

に、今回の場合には、この納入業者のところ

で前受け金というのがあって、そこから調査

が始まっていったということになっておりま

すが、この受けた業者の側は前受け金として

計上しますが、出した県の側はこの場合どう

いった形で経理処理されているんでしょう

か。

結局、なぜそこを聞きたいかというと、本

来決算もあるし監査もあるし、本来はそうい

った通常の業務の中でこういうものが出てこ

なければおかしいのに、ところがこれはずっ

とそのシステムの中で発見されないまま他の

調査の中で前受け金ということがわかってそ

こから入っていってわかったわけですよね。

ということは、今の県庁でのシステム、ここ

の問題点が当然そこで明らかになるんだと思

うんですね。

そこから先、じゃあどうやって同じことを

――通常の例えば監査や決算の中で明らかに

していくかという方法を当然考えていくべき

だと思うのですが、そういうことも含めて、

前受け金という形で入った帳簿の部分が、こ

っちの県庁のサイドではどういう形になるの

か、その辺ちょっと教えていただけますか。

○村田環境生活部長 システム的には大きく

２つ問題があるかなと思います。

１つは、今お話ありましたように、我々の

場合、支出負担行為を起こして支出命令とい
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うことをやるわけですが、１つは、いわゆる

預けをやろうとしたその時点で、今回もそう

ですけれども、実際買うものでない架空のも

のでもって全部書類をそろえてしまって負担

行為書をつくり上げてしまう、それが流れの

中に乗っかって支出負担行為が起こされる。

で、現実に金額も通常そんなに大きな金額で

はありませんので、流れの中に乗っかってし

まうと。いわゆる３万円未満の場合は課の段

階で発注ができますので、そういうところの

システム的な問題あたりが今後どうなのかと

いうことは１つあろうかと思います。

それからもう一つは、検収の作業が一つ問

題かと思います。実際、例えば鉛筆１本で

も、入ったときには検収をして、実際入った

ことを証明するようになっております。それ

には担当が立ち会いとして、検収する者は普

通班長がすることになっております。結果的

に見ますと、それが非常に形式的になってお

ったと、印鑑だけ押されていたということだ

ろうと思います。

消耗品という――これはもう弁解にしかな

りませんけれども、消耗品ということがあっ

て、書類上回ってくるときに検収の印鑑を押

すと。で、実際じゃあその現物を置いて、間

違いなく入っているということを押さえて検

収したものではない実態があろうかと思いま

す。

そういう検収の仕組みが今回非常に形式的

なものとしてなされていたというこの２つが

問題であろうというふうに思っております。

○福島和敏委員 年間のこれは事務用品なん

でしょうね。このＡ、Ｂというのは、先ほど

の話では結構ウエートの高い、たくさん業者

がある中でウエートが高いというイメージで

部長は話されましたけれども、このＡ社、Ｂ

社の年間取引はどのくらいあるんですかね。

○村田環境生活部長 19年度で申し上げま

す。Ａ社は約90万、Ｂ社が約82万の取引額に

なります。

○福島和敏委員 それは、環境生活部全体な

んですか。それとも自然保護課だけなんです

か。

○村田環境生活部長 自然保護課だけです。

○福島和敏委員 じゃあ、このＡ社、Ｂ社

と、その環境生活部全体の取引額、それと全

庁とはどういう関係、位置にあるのか、わか

りますか。

○村田環境生活部長 全体のところまでは、

まだそこまで掌握しとりません。この場では

ちょっと申し上げる状態にございません。

○福島和敏委員 聞いているのはね、やっぱ

り取引の中でこういうことが発生するという

ことは、やっぱり癒着というのがどうしても

ぬぐい去れないんじゃないかなと。そこに問

題があると思うんですね。多分自然保護課だ

けで90万とか82万の取引となると、全庁的に

は相当大きなウエートの業者じゃないかなと

思うんですね。そうした場合――商売上、人

と人とで、そうだもんな、ああだもんなとい

うような話で、頼むよ、うんわかりましたよ

というような話というのは、結構人間的につ

ながっていなければこういう話にならない可

能性もあると思うんですね。そうなったと

き、問題は、この部全体でどういう位置の業

者なのか、県庁全体としてはこのウエートが

ものすごく高い業者であったら、やっぱりお

かしいんじゃないかと思うんだけど、どうで

すか。

○村田環境生活部長 今の視点は念頭に置い

て動きます。ただ、今回、１社についてはさ

きの会計検査の流れの中で出てきたんです
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が、もう１社、Ｂ社の方は、担当本人の証言

であります。で、なおかつ前受け金の中で、

これは他の民間のところもあるので、全容に

ついて私つかんでおりませんけれども、県の

関係で前受け金として出てきたのは自然保護

課だけであったというふうに聞いておりま

す。したがって、今回の調査も自然保護課の

流れの中でやったわけですけれども、もしそ

のとき、ほかにいろいろあるのであれば、そ

の業者は自然保護課以外の名前も挙げたであ

ろうというふうに考えております。

○福島和敏委員 宮田会計管理者にお尋ねし

ますけれども、例の、先ほど森委員の話の中

に出てきた、全国12都道府県が調査されまし

たよね。たしか1,253億出てきたんじゃない

かな。12県チェックしてみたら全部の県が出

てきましたよね。そのとき熊本県は一切ない

のかというこの委員会の中の質問で、熊本県

は一切ありませんという言辞だったですよ。

知事コメントもそうだったんじゃないかなと

思うんだけど、早速こうして出てきたんだけ

ど、今後どうするのか、それについて考え方

を。

○宮田会計管理者 先ほども村田部長の方か

らありましたように、今回やはり調達のあり

方、それから検収を含めたチェック体制、そ

のものが入っているかどうか、収入印紙にし

てもそうですけれども、実際貼られているか

どうかというチェック体制の２つがやっぱり

一番大きい問題だろうと思っています。その

辺を含めまして、全国的に今12府県会計検査

入っています。それで、本県にも、これまで

は、先ほど話がありましたように、他部局の

関係で入りました。今まで、それぞれの、例

えば国土交通省関係の会計検査、あるいは農

林水産省関係の検査、文科省関係の検査とい

う関係でこれまで入って、それに関しては、

この前御答弁したように大きい間違いは――

少しはありますけれども、基本的な間違いは

ないということで推移してきています。

今回その12府県不正があったというのは、

そういった縦割りのやつじゃなく、事務費に

焦点を絞った検査で入っていらっしゃる、そ

してその事務費の使い方がおかしいというこ

とでいろいろ問題が上げられているという状

況です。

熊本県に対しても、今その横割り的な感じ

で事務費の検査に、来年１月下旬に入りたい

という連絡が来ております。会計検査の方は

そういう状況でございまして、こういう状況

もありますので、本県といたしましては、今

総務部の方とちょっと調整をとりながら、我

々自身では裏金はないということでこの前検

査もやって報告したんですけれども、それで

こういう事態になっていますので、これはや

はり外部の委員さんも導入しながらやる必要

があるんじゃないかということで検討してい

るところです。その辺については、人事課長

が来ていますので、この後ちょっと話してい

ただきたいと思っております。

○早川英明委員長 それでは、今、会計管理

者の方からお話がありましたように、今後の

対応について、田崎人事課長の方から詳細に

ついて御説明をお願いいたします。

○田崎人事課長 人事課でございます。

先生方も御存じのように、７月に、いわゆ

る不適正支出金につきまして１カ月かけまし

て調査をやっております。で、その中では、

全所属を対象に調査をしまして、すべての所

属から、現金、預金、預けも含めて、ないと

いう回答を得ていたところでございます。そ

のような中で、今回の件を受けまして、知事

の方からも、前回調査で足りなかった点につ

いて全庁的に徹底的な調査を行うように指示

を受けております。早急に調査体制を整備し

て、全庁的な調査を実施したいと思っており
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ます。

具体的に申し上げますと、まず庁内に調査

委員会、総務部長あるいは出納局長、各部の

筆頭課長をメンバーとするそういう庁内の調

査委員会を設置したいと考えておりますし、

また、この調査委員会の命を受けて、調査に

必要な事務を行う具体的なプロジェクトチー

ムも立ち上げたいと思っております。さら

に、専門的かつ公平、公正な第三者の視点も

必要であると考えておりますので、弁護士、

公認会計士、税理士等の有識者によります外

部委員会の設置も考えているところでござい

ます。できるだけ早急に調査体制を整えまし

て、12月初めからでも調査に着手したいと考

えているところでございます。

以上でございます。

○福島和敏委員 いろいろ対策をとられるで

しょうけれども、１つだけ確認しておきたい

のは、こういうものがもし今後出てきた場

合、今度の件も含めて、だれが責任とるんで

しょうかね。どなたか。――あれは前任者だ

ったんですよとかというようなことでさっき

課長もおっしゃいましたけれども、前任者

が、そして新しく来たからとかというような

形になってくると、何かあいまいになってし

まう。こういう問題はだれが責任をとるんだ

ろうかと、これは県民に対してはっきりすべ

きだと思うんですね。

○村田環境生活部長 責任のとり方は、少な

くとも、先ほど申し上げましたように、環境

生活部としてこの問題をとらえる以上、私の

管理監督責任も含めて、私はそういう意味で

は真っ先にその責任をとらしていただきたい

と思っております。

で、その覚悟の上ではありますが、まずは

今の状態、先ほど言いましたようなその上司

のかかわり方とか、掌握の仕方あたりも十分

押さえた上で対処いたしますけれども、今回

が一担当の責めだけには問えないというふう

に私は思っております。

世間で非常に大きく社会問題化しているの

は事実でありますけれども、少なからず職員

が予算が非常に少なくなっていく中で苦労し

ながら調達をしてきたのも確かであります

し、人員削減の中で、案外内部事務のところ

を切っていくというのが普通のやり方であり

まして、いわゆる庶務・経理部門を縮減して

きたというこれまでの流れもございます。

したがって、本来の業務も持ちながら庶

務・経理もやるという非常に過重なウエート

がかかっているということも本人たちからの

証言でも出ておりますし、そういうことを考

え合わせれば、まさに部全体、県全体の問題

としてこの問題をとらえて、今後の、こうい

う事態が出ない再発防止策を考えていくべき

だろうというふうに思っております。

ですから、単に一個人がその責めに負うこ

とでこのことが終わるという性格ではないと

いうふうに今現在では認識をいたしておりま

す。

○倉重剛委員 今部長答弁の一番最後の方が

一番大事ですね。責任をとることで解決じゃ

ないんですよ。二度と起こさないということ

が責任だから、ぜひそういう形で十分なる措

置をとっていただきたいと。もうこれが最後

です。

○佐藤雅司委員 部長の冒頭の説明の中で

も、そしてただいまのお話の中にもあったん

ですが、動機の一つとして予算減というのが

挙げられるということだろうというふうに思

います。

私も、いみじくも、実はこの決算特別委員

会で自然保護課長に答弁を求めたことがあり

ました。少ない予算の中で事業費がほとんど

ないし、非常に重要な部なのにほとんど人件

費であって事業費がないというふうなあれを
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したかというふうに思いますけれども、予算

減が一つの大きな動機のきっかけだとすれ

ば、これはやっぱり他の部署もほとんどそう

いう予算減を、３％やら５％やら切っている

わけですから、これは小細工をしたがるよう

な傾向に、私は当然これはあるんだろうとい

うふうに思います。

そういうことから考えれば、やっぱり他の

部署もしっかりそこら辺を見ておかなければ

いかぬなという感じがいたしております。ぜ

ひとも、もう答弁は要りませんけれども、そ

ういう目で、やっぱり担当者からすれば、何

とかして予算の捻出あるいは備品の調達をし

なきゃいかぬということになれば、それはい

わゆるアウトローなことでもやってやろうと

いう気になるような傾向にあることは、やっ

ぱりちゃんととらえておかなきゃいかぬとい

うふうに思っております。そのことだけはち

ょっと申し上げておきたいということでござ

います。

○村田環境生活部長 答弁は要らないという

御配慮でしたけれども、あえて言わさせてい

ただきますが、実際に取得した物品の一覧を

ごらんいただきますと、どれも正規に買って

おかしくないものばっかりであります。

なぜ、特に異動してきた直後ですから、前

の年度で買っとけばよかったのにという話に

つながるわけですけれども、通常の流れの中

で買うべきものは買うという中で、予算が今

回の場合はあったわけですので、それを執行

していけば多分よかったということだろうと

思います。ほかのものから持ってきて使うと

いうのだったら――中には、実は４点、備品

でしか買えないものがございます。いわゆる

３万円以上は備品になるわけですが、これも

ほかの県等々で問題になっていますように、

例えばコーヒーメーカーであるとか、ルーム

ランナーであるとか、プレイステーションで

あるとか、そういうふうなたぐいのものは含

まれていないのは、私はある意味では幸いだ

ったかなというのが実は正直な印象でありま

す。

で、やっぱり通常の年度内の処理として買

えるべきものだったのになぜこうだったのか

というのが非常にくやしくてなりません。そ

れが、年度とか、単式簿記とか、そういうい

ろんな仕組み上の問題、そういうものが我々

のシステムの問題としてあるようであれば、

そこは検証した上で変えていくようなことを

考えていかなならぬのじゃないか。非常に、

お金があって使えるその費目なんだから、何

で使わぬだったのかな、何で預けという方法

になったのかという、これがもうくやしいと

いうのが正直な印象でございます。

○早川英明委員長 それでは、なければ、こ

れで報告に関する質疑を終了したいというふ

うに思います。

ただいまの報告は、決算の認否にかかわる

内容を含んでおりました。予定では、12月議

会において委員長報告と考えておりました

が、決算審査の今後の進め方について、委員

の皆さんの意見を伺いたいというふうに思い

ます。

それでは、どなたからでも結構であります

ので、意見をいただきたいというふうに思い

ます。

○井手順雄副委員長 今、田崎人事課長の方

から、今後の進め方というふうなことで、12

月初めから取り組みたいというような御意見

がありました。また12月議会等もありますけ

れども、私、総務委員長としてこの問題をや

はりかかわっていかなくちゃいけないのかな

という思いがあります。それで、また、７月

までにいろんな調査をやられて、それで何も

出なかったという中でこういう事態でありま

すので、もう少し突っ込んだような調査とい

うような形で行いたいというようなことでご
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ざいますので、もしかすれば、最悪、ほかの

課からも出る可能性も否めないという状況が

ありますので、これは調査の状況を見た上で

決算委員会の決定というような形を行ったら

いかがかなというふうに思いますが、いかが

でしょうか。

（｢異議なし」と呼ぶ者あり）

○早川英明委員長 異議はございませんか。

それでは、今副委員長の話のとおり、きょ

う決算の取りまとめを予定しておりましたけ

れども、すべてのものを先送りするというこ

ととしてよろしゅうございますか。

（｢はい」と呼ぶ者あり）

○早川英明委員長 それでは、本日予定して

おりました内容につきましては、審議は、先

ほど執行部から報告があり、また質疑の中で

説明があったとおり、予算執行にかかわる不

適切な取り扱いが発覚し、このことについて

改めて調査が行われるということであります

ので、また、各委員の意見もそうでありまし

たように、この調査状況を見た上で決算の認

否を行うということにしたいと思いますけれ

ども、よろしゅうございますか。

（｢はい」と呼ぶ者あり）

○早川英明委員長 はい、それでは、そのよ

うにさせていただきます。

では、次回は、12月４日木曜日、本会議終

了後直ちに第９回の決算特別委員会を開会

し、閉会中の継続審査についてお諮りするこ

ととなりますので、ひとつ御協力をお願いい

たします。

それでは、今申しましたように、これをも

ちまして第８回の決算特別委員会はきょうは

終了いたします。

以上でございます。

午前10時42分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

決算特別委員会委員長


